
 

一

 
 

 

司
法
試
験
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
要
綱 

第
一 
司
法
試
験
法
の
一
部
改
正 

 

一 

司
法
試
験
の
目
的
等
に
係
る
規
定
の
改
正 

 
 

 

司
法
試
験
は
法
科
大
学
院
の
課
程
に
お
け
る
教
育
及
び
司
法
修
習
生
の
修
習
と
の
有
機
的
連
携
の
下
に
行
う
も
の
と
す

る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

（
旧
第
一
条
第
三
項
関
係
） 

 

二 

司
法
試
験
の
方
法
の
追
加 

 
 

 

司
法
試
験
の
方
法
に
口
述
の
方
法
を
加
え
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
第
一
項
関
係
） 

 

三 

司
法
試
験
の
試
験
科
目
の
変
更
等 

 
 

１ 

短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
憲
法
、
行
政
法
、
民
法
、
商
法
、
民
事
訴
訟
法
、
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
各
科
目

に
つ
い
て
行
う
こ
と
。 

 
 

２ 

論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ
き
、
１
の
科
目
及
び
法
律
実
務
基
礎

科
目
（
法
律
に
関
す
る
実
務
の
基
礎
的
素
養
（
実
務
の
経
験
に
よ
り
修
得
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
科
目

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
各
科
目
に
つ
い
て
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
法
科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て



 

二

は
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
法
律
実
務
基
礎
科
目
の
試
験
を
免
除
す
る
こ
と
。 

 
 

３ 

口
述
試
験
は
、
筆
記
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ
き
、
公
法
系
科
目
（
憲
法
及
び
行
政
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を
い

う
。
）
、
民
事
系
科
目
（
民
法
及
び
民
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を
い
う
。
）
及
び
刑
事
系
科
目
（
刑
法
及
び

刑
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を
い
う
。
）
の
各
科
目
に
つ
い
て
行
う
こ
と
。 

 
 

４ 

筆
記
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
次
回
の
司
法
試
験
の
筆
記
試
験
を
免
除
す
る
こ
と
。 

（
第
三
条
関
係
） 

 

四 

司
法
試
験
の
受
験
資
格
及
び
受
験
期
間
の
制
限
の
撤
廃 

 
 

 

司
法
試
験
は
法
科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
者
及
び
司
法
試
験
予
備
試
験
に
合
格
し
た
者
が
五
年
間
に
限
っ
て
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
旧
第
四
条
関
係
） 

 

五 

司
法
試
験
予
備
試
験
の
廃
止 

 
 

 

司
法
試
験
予
備
試
験
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
旧
第
五
条
等
関
係
） 

第
二 

裁
判
所
法
の
一
部
改
正 

 
 

現
行
で
は
「
少
な
く
と
も
一
年
間
」
と
さ
れ
て
い
る
司
法
修
習
生
の
修
習
の
期
間
を
「
少
な
く
と
も
一
年
二
月
間
」
に
改



 

三

め
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

（
第
六
十
七
条
第
一
項
関
係
） 

第
三 
弁
護
士
法
の
一
部
改
正 

 
 

弁
護
士
会
は
、
法
科
大
学
院
等
と
連
携
し
つ
つ
、
そ
の
所
属
す
る
弁
護
士
に
対
し
そ
の
資
質
の
維
持
向
上
に
資
す
る
研
修

の
機
会
の
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
所
属
す
る
弁
護
士
及
び
弁
護
士
法
人
に
係
る
情
報
そ
の
他
の
そ
の
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
を
容
易
に
す
る
た
め
の
情
報
の
提
供
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 

（
第
四
十
三
条
の
十
六
関
係
） 

第
四 

法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
の
廃
止 

 
 

法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
を
廃
止
す
る
こ
と
。 

第
五 

施
行
期
日
等 

 

一 

施
行
期
日 

 
 

 

こ
の
法
律
は
、公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
二
の
４
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
三
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定

め
る
日
か
ら
、
第
二
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 



 

四

 
二 

経
過
措
置 

 
 

１ 

旧
司
法
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

司
法
試
験
委
員
会
は
、
第
一
に
よ
る
改
正
後
の
司
法
試
験
法
の
規
定
に
よ
る
司
法
試
験
（
以
下
「
新
司
法
試
験
」
と

い
う
。
）
が
初
め
て
行
わ
れ
る
年
か
ら
六
年
間
は
、
新
司
法
試
験
を
行
う
ほ
か
、
第
一
に
よ
る
改
正
前
の
司
法
試
験
と

同
一
の
方
法
及
び
試
験
科
目
に
よ
る
司
法
試
験
（
以
下
「
旧
司
法
試
験
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
受
験

資
格
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
法
科
大
学
院
に
入
学
し
、
そ
の
課
程
を
修
了
し
た
者
及
び
第
一
に
よ
る
改
正
前
の

司
法
試
験
法
に
よ
る
司
法
試
験
予
備
試
験
（
以
下
「
司
法
試
験
予
備
試
験
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者
で
あ
る
こ
と

と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
三
条
関
係
） 

 
 

２ 

新
司
法
試
験
及
び
旧
司
法
試
験
の
受
験 

 
 

 
 

新
司
法
試
験
と
旧
司
法
試
験
の
双
方
が
行
わ
れ
る
各
年
に
お
い
て
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
あ
ら
か

じ
め
選
択
し
て
出
願
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

（
附
則
第
四
条
関
係
） 

 
 

３ 

司
法
試
験
予
備
試
験
に
合
格
し
た
者
に
関
す
る
経
過
措
置 



 

五

 
 

 
 

司
法
試
験
予
備
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
法
科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
者
と
み
な
し
て
、
そ
の
申
請

に
よ
り
、
新
司
法
試
験
の
論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
の
試
験
科
目
の
う
ち
法
律
実
務
基
礎
科
目
の
試
験
を
免
除
す
る
こ

と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
五
条
関
係
） 

 
 

４ 

法
曹
の
養
成
に
関
す
る
配
慮 

 
 

 
 

国
は
、
あ
ま
ね
く
全
国
に
お
い
て
、
法
に
よ
る
紛
争
の
解
決
に
必
要
な
情
報
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
受
け
ら
れ
る
社

会
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
、
法
曹
の
養
成
に
関
し
、
弁
護
士
又
は
弁
護
士
法
人
に
対
し
て
法
律
事
務
の
取
扱
い
の
依
頼
が

困
難
な
地
域
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

（
附
則
第
九
条
関
係
） 

 

三 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 


